
【寄附金（ふるさと納税）控除額のイメージ図】

寄付金額　　50,000円

所得税での所得控除

（A）×20%×1.021

9,800円

①基本控除

（A）×10%

4,800円

②特例控除

（A）×（90%－20%×1.021）

33,400円

寄付金額の対象額（A）

50,000円－2,000円＝48,000円

控除対象

下限額

2,000円


